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上場維持基準への適合に関するお知らせ 
 

当社は、2024年５月 31日に東京証券取引所スタンダード市場の上場維持基準への適合に向けた計画について開

示しました。今般、東京証券取引所より「上場維持基準（分布基準）への適合状況について」を受領し、2025年３

月 31 日時点において東京証券取引所スタンダード市場の上場維持基準にすべて適合していることを確認しました

ので、ここにお知らせいたします。今後も引き続き、企業価値の向上と株主の皆様の共同の利益に資するべく努め

てまいります。 

 

記 

 

〇当社の上場維持基準への適合状況 

当社の東京証券取引所スタンダード市場の上場維持基準への適合状況は、その推移を含め下表のとおりとなっ

ています。2024 年３月 31 日時点では、流通株式比率が適合しておりませんでしたが、上場維持基準への適合に

向けた計画に基づき取組みを進めた結果、2025 年３月 31 日時点で適合いたしました。これにより、東京証券取

引所スタンダード市場の上場維持基準の全ての項目に適合することとなりました。 

 株主数 流通株式数 
流通株式 

時価総額 

流通株式 

比率 

当社の 

適合状況 

2024年３月 31日時点 2,390人 108,927単位 154億円 23.3％ 

2025年３月 31日時点 3,713人 606,045単位 384億円 43.2％ 

東京証券取引所スタンダード市場の 

上場維持基準 
400人 2,000単位 10億円 25.0％ 

2025年３月 31日時点の 

適合状況 
適合 適合 適合 適合 

※当社の適合状況は、東京証券取引所が基準日時点で把握している当社の株券等の分布状況等をもとに算出を行っ

たものです。 

※当社は、2024年７月１日付けで普通株式１株につき３株の割合で株式分割を行っております。 

 

○上場維持基準への適合に向けた取組みの実施状況 

当社は、2024年５月31日付け「上場維持基準の適合に向けた計画」に記載のとおり、2024年３月31日時点において、

当社の流通株式比率が東京証券取引所スタンダード市場における上場維持基準に適合しない状況となりました。 

当社は、中期経営計画を着実に推進するとともに、幅広い投資家の皆様に当社株式を保有していただけるよう、

2025年３月期第 1四半期より四半期ごとの配当を行い、また、2024年７月１日付けで普通株式１株につき３株の

割合での株式分割を実施しました。以上のほか、2025 年３月 21 日付けで、従業員持株会に対して譲渡制限付株

式として自己株式を処分するなどし、流通株式比率の向上に取り組んでまいりました。 

また、2025 年４月 21 日付け「上場維持基準の適合に向けた計画の遂行状況について」において公表したとお

り、当社は、2025年３月 31日時点の当社株主名簿等により、当社の主要株主である 3D WH OPPORTUNITY MASTER 

OFC - 3D WH OPPORTUNITY HOLDINGS（以下「3D」といいます。）が、2025年３月 27日付けで当社株式 1,389,400

株（2025年３月 31日時点の当社発行済株式総数の 0.99％（小数点以下第三位を四捨五入。以下同じとします。））

を追加取得したことにより、その保有株式数が、2024年 12月 31日時点の株主名簿に記載された保有株式数から
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1,389,400株（2025年３月 31日時点の当社発行済株式総数の 0.99％）増加し、2025年３月 31日時点で 25,727,800

株（2025年３月 31日時点の当社発行済株式総数の 18.35％）となっていることを確認いたしました。東京証券取

引所の規則上、上場株式数の 10％以上を保有する株主が保有する株式は、原則として流通株式から除外されます

が、例外として、外国投資信託等に組み入れられている株式（以下「外国投資信託等組入株式」といいます。）に

ついては、当該外国投資信託等の各出資者が小口の保有であること、すなわち、外国投資信託等組入株式の数が

上場株式数に占める割合に、当該外国投資信託等の出資者のうち出資割合が最大である者の出資割合を乗じて得

た割合が 10％未満であることを、東京証券取引所により確認された場合には、流通株式として取り扱われること

とされています（https://faq.jpx.co.jp/disclo/tse/web/knowledge8671.html）。 

この度、東京証券取引所により、3Dが保有する当社株式が上記例外に該当し、流通株式として取り扱われるこ

とが確認されました。これにより、当社株式の 2025 年３月 31 日時点における流通株式比率は 25.0％以上とな

り、東京証券取引所スタンダード市場の上場維持基準に適合いたしました。 

今後も、引き続き中期経営計画の着実な推進により全社収益力の改善を図り、企業価値の向上と株主の皆様の

共同の利益に資するべく努めてまいります。 

 

以 上 


